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伝建地区拠点施設の解体工事等のお知らせ 

 市では、伝建地区内の旧味噌工場跡地を拠点施設とするための工事を進めて

います。 

 これまでに、ガイダンスセンター（令和３年７月）、KAEMON BASE（令

和４年２月）、交流館（令和４年５月）がオープンし、旧日光例幣使街道沿い

の第１期工事が完了しました。 

 今後は、危険な建物の解体撤去や奥にある蔵などの伝統的建造物の修理、広

場の整備を進める予定です。 

 今年度は、老朽化した危険な建物（伝統的建造物以外）の解体工事と伝統的

建造物の安全対策工事等を実施します。 

 ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をいただきますようよろしくお願

いします。 

   工 事 名 ： 伝建地区拠点施設解体工事 

   工 事 期 間 ： 令和４年１１月 ～ 令和５年１０月（予定） 

   請負事業者 ： 株式会社 大木組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（将来の全体イメージ図） 

（※今回の工事は、危険建築物の解体が主な工事内容です） 
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町並みを守るためのお願い 

伝建地区では伝統的な町並みを守るために、建物（住宅、店舗、蔵など）や

工作物（門、塀など）の新築、修繕等を行う場合は、事前に許可が必要となる

場合があります。 

どんな些細なことでも、まずは蔵の街課にご相談ください。 

 

     許可は必要？ 

      ・新しく家を建てたいなぁ。 

      ・建物を増築、改修したいなぁ。 

      ・外壁を塗り替えたいなぁ。 

      ・屋根を葺き替えたいなぁ。 

      ・お店の看板を付けたいなぁ。 

 

  いずれの行為も事前に許可が必要となります。 

  工事などを行う前に、蔵の街課にご相談ください。 

 

歌麿道中 ご協力ありがとうございました 

 １０月１５日（土）に４年ぶりの歌麿道中が行われました。 

 交通規制などにご協力をいただきありがとうございました。 

 おかげさまで無事盛況に実施することができました。 

  

【発行・問合せ】 栃木市 地域振興部 蔵の街課 重伝建係（本庁舎３階） 

TEL：０２８２－２１－２５７１ FAX：０２８２－２１－２６８５ 

〒328-8686 栃木市万町９-２５ E-mail:denken@city.tochigi.lg.jp 

 


